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令和５年第２回那珂川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和５年６月８日（木曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 報告第 １号 令和４年度那珂川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい 

             て                      （町長提出） 

日程第 ２ 報告第 ２号 令和４年度那珂川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の 

             報告について                 （町長提出） 

日程第 ３ 報告第 ３号 株式会社まほろばおがわ経営状況の報告について （町長提出） 

日程第 ４ 承認第 １号 那珂川町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

                                    （町長提出） 

日程第 ５ 承認第 ２号 令和５年度那珂川町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承 

             認について                  （町長提出） 

日程第 ６ 議案第 １号 人権擁護委員の推薦意見について        （町長提出） 

日程第 ７ 議案第 ２号 那珂川町税条例の一部改正について       （町長提出） 

日程第 ８ 議案第 ３号 令和５年度那珂川町一般会計補正予算（第２号）の議決について 

                                    （町長提出） 

日程第 ９ 議案第 ４号 財産の取得について              （町長提出） 

日程第１０ 議案第 ５号 第１期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事業（整備工事）請 

             負契約の締結について             （町長提出） 

日程第１１ 議案第 ６号 馬頭中学校校舎改修工事（Ｂ棟）第Ⅱ期請負契約の締結について 

                                    （町長提出） 

日程第１２ 議案第 ７号 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及 

             び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について （町長提出） 

日程第１３ 議案第 ８号 佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退する 

             ことに伴う財産処分について          （町長提出） 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（益子純恵） ただいまの出席議員は13名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（益子純恵） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付したとおりでありますの

でご覧願います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第１号～報告第２号の一括上程、報告 

○議長（益子純恵） 日程第１、報告第１号 令和４年度那珂川町一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告について、日程第２、報告第２号 令和４年度那珂川町下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書の報告について、以上２議案は関連がありますので、一括議題とします。 

  本件について報告を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） 皆様、改めましておはようございます。 

  一昨日、昨日と一般質問、本当に貴重なご提言等ありがとうございました。 

  それでは、ただいま上程されました報告第１号 令和４年度那珂川町一般会計繰越明許費

繰越計算書の報告について及び報告第２号 令和４年度那珂川町下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告についての説明を申し上げます。 

  令和４年度繰越明許費につきましては、令和５年第１回定例会において繰越明許費として

議決いただいたもので、国の補正予算措置による事業の前倒しや新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金事業など年度内に完了できなかった事業について、地方自治法施行



－94－ 

令第146条第２項の規定に基づき、繰越明許費繰越計算書を議会に報告するものであります。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（益子純恵） 企画財政課長。 

○企画財政課長（深澤昌美） 補足説明申し上げます。 

  令和４年度那珂川町一般会計繰越明許費繰越計算書をご覧ください。 

  その内容でありますが、２款総務費、４項戸籍住民基本台帳費、個人番号カード推進事業

は、戸籍事務連携機能の整備費として446万6,000円を繰り越したもので、その財源は国庫

支出金が446万5,000円、一般財源が1,000円となりました。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、県単独農業農村整備事業は、健武地区の水利施設改修に

係る経費として674万7,000円を繰り越したもので、その財源は県支出金が483万7,000円、

一般財源が191万円となりました。 

  ６款商工費、１項商工費、那珂川町プレミアム商品券発行事業は、プレミアム率20％の商

品券発行事業費として2,000万円を繰り越したもので、その財源は国庫支出金が1,200万円、

一般財源が800万円となりました。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費のうち、地方道路交付金事業は町道薬利後沢線、町道上郷須

賀川線の道路改良に係る経費及び橋梁の修繕に係る経費として7,895万3,000円を繰り越し

たもので、その財源は国庫支出金が3,922万6,000円、地方債が3,000万円、一般財源が972

万7,000円となりました。同じく町道改良舗装事業は、町道金谷線、町道小口長峰線の道路

改良に係る経費として2,517万9,000円を繰り越したもので、その財源は地方債が1,900万円、

一般財源が617万9,000円となりました。 

  ９款教育費、１項教育総務費、入学・進学支援金交付事業は、令和５年度に入学、進学し

た児童生徒へ支援金を交付する経費として2,066万5,000円を繰り越したもので、その財源

は国庫支出金が1,400万円、一般財源が666万5,000円となりました。３項中学校費、馬頭中

学校施設整備事業は、校舎の改修工事に係る経費として9,920万円を繰り越したもので、そ

の財源は国庫支出金が2,407万1,000円、地方債が6,500万円、一般財源が1,012万9,000円と

なりました。 

  以上で一般会計繰越計算書の報告を終わります。 

○議長（益子純恵） 上下水道課長。 

○上下水道課長（加藤博行） 続きまして、下水道事業特別会計について補足説明申し上げま

す。 
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  令和４年度那珂川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書をご覧ください。 

  その内容でありますが、１款下水道事業費、１項総務費、管路施設耐震対策事業は、下水

道管路施設耐震補強工事の設計業務に係る経費として902万円を繰り越したもので、その財

源は国庫支出金が450万円、地方債が450万円、一般財源が２万円となりました。 

  以上で下水道事業特別会計繰越計算書の報告を終わります。 

○議長（益子純恵） 報告が終わりました。 

  以上で報告第１号、報告第２号を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第３号の上程、報告、質疑 

○議長（益子純恵） 日程第３、報告第３号 株式会社まほろばおがわ経営状況の報告につい

てを議題といたします。 

  本件について報告を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました報告第３号 株式会社まほろばおがわ経営状況

の報告について説明を申し上げます。 

  株式会社まほろばおがわの経営状況につきましては、地方自治法第243条の３第２項の規

定に基づき、議会に報告するものです。 

  令和４年度第22期株式会社まほろばおがわの経営状況の概要は、源泉ポンプメンテナンス

に伴います約２か月間の休業の影響もあり、入館者数は前期より約5,000人減の約８万

6,000人で、売上高は約6,211万9,000円となり、売上原価、販売費及び一般管理費、法人税

等を差し引いた当期純損失は約432万2,000円となりました。 

  現在、新型コロナウイルス感染症拡大前の状況に少しずつではありますが戻りつつありま

すので、今後は入館者数及び売上高の回復を図るためにも、サービス面での満足度を向上さ

せ、お客様に何度も足を運んでいただけるような温泉施設を目指し、会社とも連携を図りな

がら、引き続き支援してまいりたいと考えております。 

  なお、経営状況の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくお願い

いたします。 
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○議長（益子純恵） 産業振興課長。 

○産業振興課長（熊田則昭） 補足説明を申し上げます。 

  別紙資料に基づき概要を説明いたします。 

  株式会社まほろばおがわは、温泉施設及び宿泊施設、飲食店、食料品店、物産品店等の経

営、不動産の管理業務等を行っております。 

  会社の経営状況について、第22期決算報告書をご覧ください。 

  まず、５ページをお開きください。 

  ５ページ、貸借対照表の内訳ですが、資産の部、現金・預金、売掛金等の流動資産金額は

963万8,995円、機械等の固定資産の金額は803万5,633円で、資産の合計金額は1,767万

4,628円です。 

  負債の部、買掛金等の流動負債及び固定負債を合わせた負債合計額は871万9,768円です。 

  次に、純資産の部、資本金は3,000万円、利益剰余金はマイナス2,104万5,140円で、うち

繰越利益剰余金については８ページをご覧ください。 

  ８ページ、株主資本等変動計算書ですが、当期首残高繰越利益剰余金はマイナス6,672万

2,989円に、当期純損失432万2,151円を加えたマイナス7,104万5,140円を当期末繰越利益剰

余金として計上しています。 

  ５ページにお戻りください。 

  資産の部の合計は895万4,860円です。 

  続きまして、６ページに入ります。 

  ６ページ、損益計算書の内訳ですが、売上高は6,111万9,778円で、うち入場料は2,984万

2,850円です。これから売上原価1,206万1,881円と販売費及び一般管理費7,033万1,724円を

差し引くと2,127万3,827円の営業損失となり、営業外収益1,627万6,972円を加え、雑損失

を差し引きまして503万2,651円の経常損失となり、法人税等を差し引きまして432万2,151

円の当期純損失となりました。 

  続きまして、７ページをご覧ください。 

  ７ページ、販売費及び一般管理費の内訳ですが、人件費3,260万1,097円です。経費3,773

万627円で合計7,033万1,724円になります。 

  次に、８ページは先ほど申し上げました株主資本等変動計算書の内訳になります。 

  次に、９、10ページでございますが、個別注記表でありまして、次の11ページ、12ペー

ジは役員監査結果等について記しております。 
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  13ページからは令和５年度第23期事業計画及び収支計算書でありますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、小川正典議員。 

○７番（小川正典） それでは、１点お伺いしたいと思います。 

  事業計画、令和５年度多く立てられておりまして、すばらしいなと思いますけれども、中

間でのフォロー、あるいは役員会というのは、まず令和４年度は何回役員会を開催されたの

か。また、令和５年度は何回ぐらい役員会を開催する予定なのかお伺いしたいと思います。 

○議長（益子純恵） 産業振興課長。 

○産業振興課長（熊田則昭） ただいまの質問にお答えいたします。 

  令和４年度の役員会の回数ですが、５回開催しております。５月19日、８月19日、10月

６日、12月27日、２月15日となっております。 

  今年度におきましては、先日の役員会の中で四半期には１回必ずやると、それ以外にも緊

急性がある場合には役員会を招集しまして、経営状況について判断するということになって

おります。 

  以上であります。 

○議長（益子純恵） ほかにありませんか。 

  ６番、川俣義雅議員。 

○６番（川俣義雅） 13ページの施設の管理運営に関してなんですが、（２）利用者等の要望

の把握及び実現策についてということで、過去を振り返ってみると去年、おととしから意見

の集約というんですか、意見箱を設置するようになっているんですが、主な意見というのが、

もし聞ければ、どういう意見が寄せられているのかお聞きしたいと思うんですが、もし今日

できなければ、また後ほどでもよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（益子純恵） 産業振興課長。 

○産業振興課長（熊田則昭） ただいまの質問にお答えいたします。 

  要望書の中身、詳細については聞かされておりませんが、利用者の中から例えば、げた箱

の開閉がうまくいかないであるとか、洗い場のシャワーの数が少ないというような話はあり、
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それは支配人から直接聞いております。これらにつきましては、今後修繕できるものは修繕

するなど、対応していきたいと考えております。 

  詳細については、後日議員にご報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（益子純恵） ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） ほかにないようですので、質疑を終わります。 

  以上で報告第３号を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第４、承認第１号 那珂川町税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました承認第１号 那珂川町税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認について、提案理由の説明を申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律等が、令和５年３月31日に公布され、原則として令和５

年４月１日に施行されました。これに伴いまして、那珂川町税条例についても所要の改正を

行うため、令和５年３月31日付で、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分を行

いましたので、同条第３項の規定により議会にご報告申し上げ、承認を求めるものでありま

す。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、承認賜ります

ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 税務課長。 

○税務課長（星 善浩） 補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書に添付してあります参考資料１、那珂川町税条例の一部を改正する条例の

概要により説明いたしますので、ご覧ください。 
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  １の改正理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律等が、令和５年３月31日に

公布され、一部を除き、令和５年４月１日に施行されました。これに伴い、那珂川町税条例

の一部について所要の改正を行うものであります。 

  次に、３の改正内容について説明いたします。 

  第46条の給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等、第48条の法人の町民税の申告納

付、第50条の法人の町民税に係る不足税額の納付の手続、第98条のたばこ税の申告納付の

手続、第101条のたばこ税に係る不足税額等の納付手続については、地方税統一ＱＲコード

に対応する納付書が施行規則様式に新設されたことに伴い改正するものです。 

  附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例についてで、法律

改正に併せて適用期限を令和６年度から令和９年度に延長するものです。 

  附則第10条は、読替え規定についてで、令和３年度改正における法附則第64条を削除す

る改正規定が令和５年４月１日に施行されたことによるものです。 

  附則第10条の２は、法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合についてで、法規

定の新設に併せて大規模の修繕等が行われたマンションに対する税額の減額措置のわがまち

特例の割合を定める規定を新設し、項ずれ等を整えるものであります。 

  次のページに移ります。 

  附則第10条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告についてで、大規模の修繕等が行われたマンションに対する税額の減額措置

を受けようとする者がすべき申告について規定を新設し、これに伴い項ずれを整えるもので

す。 

  附則第10条の４は、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする

者がすべき申告についてで、法律改正に併せて条例を改正するものです。 

  附則第15条の２は、軽自動車税の環境性能割の非課税についてで、臨時的軽減措置係る規

定が削除されることに併せて削除し、またこれに伴い附則第15条の２の２、附則第15条の

２の３及び附則第15条の２の４において条ずれを整える改正を行うものです。 

  附則第15条の３の２は、軽自動車税の環境性能割の課税免除及び減免に係る申請の特例に

ついてで、町税条例附則第15条の２の４が条ずれを整える改正を行ったことにより改正する

ものです。 

  附則第15条の６は、軽自動車税の環境性能割の税率の特例についてで、臨時的軽減措置に

係る規定が削除されることに併せて削除するものです。 
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  附則第16条は、軽自動車税の種別割の税率の特例についてで、軽自動車税の種別割のグリ

ーン化特例の期限を、50％軽減等の対象については３年間、25％軽減の対象については２

年間延長し、さらに項ずれを整える改正を行うものです。 

  附則第16条の２は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例についてで、附則第16条の改

正に伴う規定の整備です。 

  附則第17条の２は、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る町民税の課税の特例についてで、適用期限が延長されたことによる改正です。 

  附則第25条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例についてで、附

則第26条が削除になったことによる改正です。 

  以上で改正内容について説明を終わります。 

  施行期日は令和５年４月１日です。 

  なお、参考資料２として、新旧対照表を添付いたしました。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  承認第１号 那珂川町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認については、原案の

とおり承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第５、承認第２号 令和５年度那珂川町一般会計補正予算（第１号）

の専決処分の承認についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました承認第２号 令和５年度那珂川町一般会計補正

予算の専決処分の承認について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方等を対象とした新型コロナウ

イルスワクチン接種事業や、物価高騰に直面し家計が悪化している低所得の子育て世帯へ生

活支援特別給付金を給付する事業費を計上いたしました。 

  これら事業は速やかに実施する必要があるため、令和５年４月13日付で補正予算を編成し、

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分を行ったものであります。 

  その補正額は3,100万円となり、補正後の予算総額は85億8,100万円となりました。 

  これらに要する財源は、国庫支出金、繰越金を充てることといたしました。 

  以上、令和５年度那珂川町一般会計補正予算の専決処分について、その大要を申し上げま

したが、内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、承認賜

りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 企画財政課長。 

○企画財政課長（深澤昌美） 一般会計補正予算の補足説明を申し上げます。 

  補正予算書の７ページをご覧ください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入からご説明いたします。 

  15款国庫支出金、１項２目衛生費国庫負担金の補正額は1,750万円の増で、新型コロナウ

イルスワクチン接種対策費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係るものであります。 

  ２項２目民生費国庫補助金の補正額は600万円の増で、子育て世帯生活支援特別給付金事

業費は、低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金事業に係るものであります。 

  ３目衛生費国庫補助金の補正額は646万5,000円の増で、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係るものであります。 
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  20款繰越金、１項１目繰越金の補正額は95万5,000円の増で、前年度繰越金であります。 

  ８ページ、歳出に入ります。 

  ３款民生費、２項３目児童措置費の補正額は600万円の増で、子育て世帯生活支援特別給

付金事業は、物価高騰支援として令和４年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て

世帯生活支援特別給付金を受給した世帯を対象とするもので、給付金を子ども１人当たり５

万円支給するための経費で、需用費、役務費は周知用チラシ等の発送に係る封筒の印刷及び

その郵送費など、委託料はシステム改修費、負担金補助及び交付金は100名分の給付金であ

ります。 

  ４款衛生費、１項２目予防費の補正額は2,500万円の増で、新型コロナウイルスワクチン

接種事業費は、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方などを対象とした新型コロナウイル

スワクチン接種事業の経費として、報酬、共済費、旅費は会計年度任用職員１名を雇用する

経費、職員手当は職員の時間外勤務手当など、需用費、役務費は接種券の作成やその郵送費

など、報償費及び委託料は接種対象者を6,400人見込んだ集団接種及び個別接種の経費であ

ります。 

  ９ページ以降は、今回の補正に係る給与費明細書でありますので、ご覧いただきたいと思

います。 

  以上で一般会計補正予算の専決処分の補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  承認第２号 令和５年度那珂川町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認について

は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第２号は原案のとおり承認されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第６、議案第１号 人権擁護委員の推薦意見についてを議題としま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました議案第１号 人権擁護委員の推薦意見について、

提案理由の説明を申し上げます。 

  人権擁護委員の推薦に当たっては、人権擁護委員法第６条第３項において、「町長は市町

村議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と定められてお

ります。 

  現在、人権擁護委員としてご活躍いただいております大金美江氏は、本年９月30日をもっ

て現在の任期が満了となりますが、継続して大金美江氏を推薦したいと存じます。 

  大金美江氏は、令和２年10月１日から人権擁護委員を１期３年間、大変熱心にその職責を

果たしてこられ、また地域においても人望厚く、人格識見ともにも申し分のない方であり、

ここに推薦についてご提案いたすものであります。 

  今回、議会の意見をいただきました上は、同氏を法務省にご推薦申し上げ、法務大臣が委

嘱をすることになります。 

  なお、参考までに、当町の人権擁護委員は、現在、大金美江氏、佐藤明彦氏、蓮見和惠氏、

小祝邦之氏、郡司広美氏、川上弘之氏、山口雅夫氏の７名でありますが、２期目再任として

大金美江氏を推薦するものであります。 

  ご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第１号 人権擁護委員の推薦意見については、原案のとおり決することに異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第７、議案第２号 那珂川町税条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました議案第２号 那珂川町税条例の一部改正につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律等が令和５年３月31日に公布され、原則として令和５年

４月１日に施行されました。 

  今回の改正は、施行期日が令和５年７月１日以降の条例について一部を改正するものです。 

  主な内容といたしましては、森林環境税の導入に伴う改正となっております。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、議決賜ります
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ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 税務課長。 

○税務課長（星 善浩） 補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書に添付してあります参考資料１、那珂川町税条例の一部を改正する条例の

概要により説明いたします。 

  １の改正理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律等が令和５年３月31日に公

布され、施行期日が令和５年７月１日以降となる税条例等の一部を改正するものです。 

  次に、３の改正内容について説明いたします。 

  今回は施行日が異なりますので、３条立てとなっております。 

  初めに、令和５年７月１日が施行日となる第１条関係について説明いたします。 

  第82条は、種別割の税率についてで、地方税法施行規則改正により、ミニカー区分から三

輪以上の特定小型原動機付自転車を除外する改正を行うものです。 

  次に、令和６年１月１日が施行日となる第２条関係について説明いたします。 

  第２条については、本則の部分は森林環境税の導入に伴う改正であります。 

  第34条の９は、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除についてで、地方税法施行令第

48条の９の３が改正されたことに伴い改正するものです。 

  第38条は、個人の町民税の徴収の方法等についてで、森林環境税の賦課徴収の方法につい

て規定するなどの改正を行うものです。 

  第41条は、個人の町民税の納税通知書についてで、納税通知書に記載すべき納付額に森林

環境税額を追加するなどの改正を行うものです。 

  第44条は、給与所得に係る個人の町民税の特別徴収についてで、特別徴収の方法により徴

収する給与所得に係る所得割額及び均等割額に森林環境税額を含む旨を規定するなどの改正

を行うものです。 

  次のページに移ります。 

  第47条は、給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れについてで、地方税法

第321条の７第２項が改正されたことなどにより改正を行うものです。 

  第47条の２は、公的年金等に係る個人の町民税の特別徴収についてで、特別徴収の方法に

より徴収する公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額に、森林環境税額を含む旨

を規定するなどの改正を行うものです。 

  第47条の６は、年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れについてで、地
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方税法第321条の７の10第２項が改正されたことなどにより改正を行うものです。 

  附則第15条の２は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例についてで、不正を行った

自動車メーカーを納税義務者とみなして、納税不足額を徴収する際に加算する割合を変更す

るものです。 

  附則第16条の２は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例についてで、不正を行った自動

車メーカーを納税義務者とみなして、納税不足額を徴収する際に加算する割合を変更するも

のです。 

  次に、令和７年１月１日が施行日となる第３条関係について説明いたします。 

  第36条の３の２は、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等の申告書についてで、給

与所得者の扶養親族等申告書の記載事項を簡素化する条文を追加し、これに伴い項ずれを整

えるものです。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第２号 那珂川町税条例の一部改正については、原案のとおり決することに異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 



－107－ 

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第８、議案第３号 令和５年度那珂川町一般会計補正予算（第２号）

の議決についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました議案第３号 令和５年度那珂川町一般会計補正

予算の議決について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した物価高

騰支援事業費や、小中学校のスクールバスに車内置き去り事故防止装置を設置する経費など

を計上するものであります。 

  その補正額は１億1,300万円となり、補正後の予算総額は86億9,400万円となりました。 

  歳出予算の主なものを申し上げますと、第１は、民生費で、物価高騰支援として、令和５

年度住民税非課税世帯に対し１世帯３万円の給付事業のほか、18歳までの子を持ち、住民税

が課税されている子育て世帯に対し子ども１人当たり３万円の給付事業費に9,953万8,000

円を計上しました。 

  第２は、衛生費で、物価高騰支援として、１歳以下の子を持つ子育て世帯に対して赤ちゃ

ん用おむつ等の購入補助としてクーポンを発行する事業費に484万9,000円を計上しました。 

  以上、歳出予算の主なものを申し上げましたが、これらに要する財源は、国支出金のほか

寄附金、繰越金、諸収入を充てることといたしました。 

  以上、一般会計補正予算について、その大要を申し上げましたが、内容の詳細につきまし

ては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げ、提

案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 企画財政課長。 

○企画財政課長（深澤昌美） 一般会計補正予算の補足説明を申し上げます。 

  補正予算書の７ページをご覧ください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入からご説明いたします。 

  15款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金の補正額は7,115万円の増で、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金は、物価高騰支援事業に係るもの。 
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  ６目教育費国庫補助金の補正額は149万6,000円の増で、公立学校送迎用バス安全装置装

備支援事業費は、小中学校のスクールバスに安全装置を設置する事業に係るものであります。 

  18款寄附金、１項４目教育費寄附金の補正額は10万円の増で、社会教育費寄附金は、図

書館の図書購入に係るものであります。 

  20款繰越金、１項１目繰越金の補正額は3,638万2,000円の増で、前年度繰越金でありま

す。 

  21款諸収入、５項４目雑入の補正額は387万2,000円の増で、デジタル基盤改革支援補助

金は、ガバメントクラウドへの移行に向け、基幹系システムの標準化支援に関わるものであ

ります。 

  ８ページ、歳出に入ります。 

  ２款総務費、２項１目企画総務費の補正額は387万2,000円の増で、行政システム費は、

ガバメントクラウドへの移行に向け、基幹系システムの標準化支援業務委託費であります。 

  ３款民生費、１項１目社会福祉総務費の補正額は5,400万円の増で、低所得者世帯物価高

騰支援給付金は、物価高騰支援として住民税非課税世帯へ１世帯３万円を給付する事業で、

職員手当等は時間外勤務手当、需用費、役務費は確認書の発送経費及び口座振込手数料など、

委託料はシステム改修費など、負担金補助及び交付金は1,700世帯への交付金であります。 

  ２項３目児童措置費の補正額は4,553万8,000円の増で、児童措置費諸費は、物価高騰支

援として子育て世帯へ子ども１人当たり３万円を給付する事業で、需用費、役務費は確認書

の発送経費及び口座振込手数料など、負担金補助及び交付金は住民税非課税世帯を除く

1,500人分の給付金であります。 

  ９ページに入ります。 

  ４款衛生費、１項２目予防費の補正額は484万9,000円の増で、母子保健事業費は、物価

高騰支援として１歳以下の乳児を持つ子育て世帯に対して乳児１人当たり３万円分のおむつ

等購入クーポンを150人分発行する事業で、需用費、役務費はクーポンの印刷やその発送経

費、委託料は店舗へのクーポン取扱委託料であります。 

  ９款教育費、１項２目事務局費の補正額は158万1,000円の増で、会計年度任用職員を１

人雇用する経費であります。 

  ２項１目小学校学校管理費の補正額は238万円の増で、学校管理諸費は、スクールバス内

の置き去り防止措置として小学校のスクールバス14台に安全装置を設置する工事費でありま

す。 
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  ３項１目中学校学校管理費の補正額は68万円の増で、学校管理諸費は、スクールバス内の

置き去り防止措置として中学校のスクールバス４台に安全装置を設置する工事費であります。 

  ４項３目図書館費の補正額は10万円の増で、図書館管理運営費は、寄附による図書館用図

書の購入費であります。 

  10ページ以降は、今回の補正に係る給与費明細書でありますので、ご覧いただきたいと思

います。 

  以上で一般会計補正予算の補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第３号 令和５年度那珂川町一般会計補正予算（第２号）の議決については、原案の

とおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第９、議案第４号 財産の取得についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました議案第４号 財産の取得について、提案理由の

説明を申し上げます。 

  本件は、消防ポンプ自動車の更新に伴う財産の取得であります。 

  取得する財産は消防ポンプ自動車で、第１分団第２部、馬頭、室町地区及び第１分団第４

部、馬頭、田町地区に配備するものです。 

  契約の方法につきましては、指名競争入札により４社を指名し、５月23日入札を実施いた

しました。 

  その結果、合資会社渡辺商店が4,510万円で落札し、法定費用等19万8,700円を加え、

4,529万8,700円で購入するものであります。 

  地方自治法第96条第１項第８号及び那珂川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） 補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案第４号をご覧ください。 

  取得する財産、消防ポンプ自動車２台。 

  契約の方法、指名競争入札。 

  取得価格、4,529万8,700円。 

  契約の相手方、栃木県小山市喜沢1394番地、合資会社渡辺商店、代表社員、渡辺圭一で

す。 

  次に、参考資料の入札経過書をご覧ください。 

  入札の経過ですが、指名競争入札により４社を指名し、５月23日入札を実施いたしました。 

  開札の結果は記載されているとおりであり、最低入札者の合資会社渡辺商店を落札者と決

定いたしました。 

  なお、本入札の予定価格は4,204万円であり、落札率は97.52％でした。 

  仮契約につきましては、落札通知の翌日から７日間以内に当たる５月29日に締結いたしま

した。 

  次に、契約について説明します。 
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  契約金額の内訳は、入札書記載金額4,100万円に消費税相当額410万円を加えた4,510万円

が落札価格となります。 

  落札価格に自動車重量税、自賠責保険料等の法定費用19万8,700円を加えた4,529万8,700

円が契約書記載金額となります。 

  納期については令和６年３月11日としました。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番、小川洋一議員。 

○１２番（小川洋一） １点だけお尋ねいたします。 

  今回２台のポンプ車が入ります。そうすると、２台のポンプ車が廃車になります。この廃

車の方法はどのようになっているのか。 

  私が考えているのは、昔、東南アジアにポンプ車を送ったことがあると記憶しております。

どのような方法で廃車をしているのか、今回はどのようにしたのかお願いします。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今回の入札に当たりまして、仕様書におきまして、車両の廃車に係る費用につきましては

契約の相手方である受注者の負担となっておりますので、契約の金額に含まれてございます。 

  なお、以前東南アジアに送ったことがあるということでございますけれども、現在は費用

が町負担になるということで聞いてございます。現在は、ポンプ自動車につきましては廃車

している状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（益子純恵） 小川洋一議員。 

○１２番（小川洋一） そうすると、契約内容に最初から廃車のことも入っていて、それを了

解した上で今回の契約をしている、ほかの４社とも廃車を含めての契約ということになって

いるのでしょうか。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  今回の入札に当たりましては、先ほど答弁したとおり、仕様書に書かれてございますので、
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４社ともその内容につきましては知っている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（益子純恵） ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第４号 財産の取得については、原案のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（益子純恵） 再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第10、議案第５号 第１期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事

業（整備工事）請負契約の締結についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました議案第５号 第１期那珂川町ケーブルテレビ施

設光化整備事業請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

  本工事の契約方法は一般競争入札とし、５月10日に開札を行いました。 

  その結果、日本電通株式会社、代表取締役社長、戸谷典嗣が９億7,570万円で落札いたし

ました。 

  次に、工事の内容でありますが、本工事は那珂川町ケーブルテレビ施設の老朽化や防災面

等の課題に対応するため、ケーブルテレビ網を既存の同軸ケーブルから全線光ケーブルに切

り替える工事を実施するものです。 

  地方自治法第96条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 企画財政課長。 

○企画財政課長（深澤昌美） 補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案第５号をご覧ください。 

  契約の締結内容は、契約の目的、第１期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事業（整備

工事）。 

  契約の方法、一般競争入札。 

  契約金額、９億7,570万円。 

  契約の相手方、大阪府大阪市港区磯路２の21の１、日本電通株式会社、代表取締役社長、

戸谷典嗣です。 

  次に、参考資料の入札経過書をご覧ください。 

  入札の経過ですが、３月20日に低入札価格調査制度対象工事として入札公告を行い、４月

26日を締切日として入札参加申請を受け付けました。 

  その後、５月９日を提出期限として郵便入札方式により入札を実施し、入札参加者２社の

立会いの下、５月10日に開札を行いました。 

  開札結果は入札経過書一覧のとおりであります。 

  最低入札者が低入札調査基準価格を下回っていたことから、低入札価格における基本調査

を実施したところ、基本調査の内容に適合しない項目があったため、最低入札者である富士
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通ネットワークソリューションズ株式会社を失格といたしました。 

  先日の結果を受け、次順者である日本電通株式会社を落札候補者として資格書類の審査を

行い、５月12日に日本電通株式会社を落札者と決定いたしました。 

  なお、本入札の予定価格は９億6,270万円であり、落札率は92.13％でした。 

  仮契約につきましては、落札通知の翌日から７日間以内に当たる５月18日に締結いたしま

した。 

  裏面の次ページに移ります。 

  次に、契約について説明いたします。 

  契約金額の内訳は、入札書記載金額８億8,700万円に消費税相当額8,870万円を加えた９

億7,570万円が落札価格となり、契約書記載金額となります。 

  工事箇所は、那珂川町内です。 

  工事概要は、局舎設備１式、送受信設備１式、線路設備１式、端末設備１式、電源設備１

式、監視装置１式を行うものです。 

  工期は、着手日を議会の議決の日から３日を経過した日とし、完成日を令和６年３月25日

といたしました。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ９番、益子明美議員。 

○９番（益子明美） 今回は低入札価格調査制度を取り入れると事前に通知して入札を行った

ということなんですが、この価格以下は調査になりますよという、その価格は幾らに設定さ

れたのか伺います。 

  それから、この第１期整備工事で、今年度からケーブルテレビ施設光化が始まるんですが、

この第１期整備事業の概要もお知らせいただきたいと思います。 

  それから、この低入札価格調査を取り入れたことによって、最低制限価格というのは、そ

れがイコール低入札調査の価格ということで理解してよろしいのか伺います。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  低入札調査基準価格は幾らだったかということでございますけれども、８億8,568万円で
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ございます。 

  それと、最低入札価格と低入札調査基準価格は同じであるかということでございますけれ

ども、これは同じ価格でございます。 

  以上であります。 

○議長（益子純恵） 企画財政課長。 

○企画財政課長（深澤昌美） 私からは、第１期の概要についてご説明を申し上げます。 

  先ほど申したように、局舎設備、送受信設備、こちらはケーブルセンター本体で行う工事

になります。線路、端末等々の設備工事につきましては、今回１期ということで、３期に分

けてございます。今回につきましては、馬頭東部地区になります。来年、残りの馬頭西部地

区、３年目が小川地区ということで、１期の概要は以上でございます。 

○議長（益子純恵） 益子明美議員。 

○９番（益子明美） その最低制限価格イコール低入札調査基準価格ということなんですが、

落札率92.13％ということですから、かなり高い最低制限価格、最低入札基準ということだ

と思うんですけれども、この基準の設け方をお知らせいただきたいと思います。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  基準の算出方法につきましては、低入札価格調査制度の事務処理要領により、算出をして

ございます。直接工事費、また共通仮設費、現場管理費、一般管理費それぞれ係数を掛けた

価格が低入札調査基準価格としてございます。 

  以上でございます。 

○議長（益子純恵） ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

  ６番、川俣義雅議員。 

○６番（川俣義雅） 全協のときにもいろいろ質問をさせていただいたんですけれども、前で

言っていた最低制限価格、それを下回っているので２は失格という説明があったわけですが、

具体的にどこがどうまずいのか、この価格では工事はできないのか、そういうことが理解で
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きるまでの説明がありませんでした。 

  ２つの入札参加者を比べると、5,700万円の差があります。これは非常に大きいと思いま

す。安いほうでできないのか、どうしてできないのかというのをきちんと説明できなければ、

私は町のためには安いほうがいいと思いますので、この案件については反対をいたします。 

○議長（益子純恵） 続いて、本案に対する賛成討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第５号 第１期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事業（整備工事）請負契約の締

結については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（益子純恵） 起立多数と認めます。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第11、議案第６号 馬頭中学校校舎改修工事（Ｂ棟）第Ⅱ期請負契

約の締結についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました議案第６号 馬頭中学校校舎改修工事（Ｂ棟）

第Ⅱ期請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

  本工事の契約方法は一般競争入札とし、５月10日に開札を行いました。 

  その結果、鈴木建設株式会社が8,150万円で落札いたしました。 

  次に、工事の内容でありますが、本工事は昨年度に補正予算の議決をいただき、繰越事業

として、老朽化した教育施設の整備を目的に校舎の改修工事を実施するものです。 

  地方自治法第96条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 
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  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 学校教育課長。 

○学校教育課長（加藤啓子） 補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案第６号をご覧ください。 

  契約の締結内容は、契約の目的、馬頭中学校校舎改修工事（Ｂ棟）第Ⅱ期。 

  契約の方法、一般競争入札。 

  契約金額、8,965万円。 

  契約の相手方、栃木県那須郡那珂川町富山178番地、鈴木建設株式会社、代表取締役、鈴

木雅仁です。 

  参考資料をご覧ください。 

  入札の経過ですが、４月５日に低入札価格調査制度対象工事として入札公告を行い、４月

26日を締切日として入札参加申請を受け付けました。 

  その後、５月９日を提出期限として郵便入札方式により入札を実施し、入札参加者２社の

立会いの下、５月10日に開札を行いました。 

  開札結果は入札経過書一覧のとおりであり、低入札調査基準価格を下回っていた２社に対

して低入札価格における基本調査を実施したところ、基本調査の内容に適合しない項目があ

った那須土木株式会社、株式会社クオリートを失格といたしました。 

  先日の結果を受け、次順者である鈴木建設株式会社を落札候補者として資格書類の審査を

行い、５月12日に鈴木建設株式会社を落札者と決定いたしました。 

  なお、本入札の予定価格は8,315万円であり、落札率は98.01％でした。 

  仮契約につきましては、落札通知の翌日から７日間以内に当たる５月23日に締結いたしま

した。 

  次のページをご覧ください。 

  次に契約について説明します。 

  契約金額の内訳は、入札書記載金額8,150万円に消費税等相当額815万円を加えた8,965万

円が落札価格となり、契約書記載金額となります。 

  工事箇所は、那須郡那珂川町馬頭2558番地10です。 

  工事概要は、改修建物Ｂ棟。鉄筋コンクリート造、３階建て、1,579平方メートルで、建

築工事１式、電気設備工事１式、機械設備工事１式を行うものです。 
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  工期は、着手日を議会の議決の日から３日を経過した日とし、完成日を令和５年12月８日

といたしました。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、川俣義雅議員。 

○６番（川俣義雅） 低入札調査基準価格ということで、それに合格していない２社が失格と

いうことになっていますけれども、例えば３ページの工事概要、建築工事、電気設備工事、

機械設備工事ということで分かれていますけれども、どの工事がこの金額ではできないと判

断されたか、分かっていたら教えていただきたいと思います。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  低入札価格調査での調査でございますけれども、これは事務処理要領によりまして、工事

費内訳書の内容を項目ごとに、それぞれ定められた率で得た額以上であるかどうかというの

を数値的に判断した内容で、各項目が適合するか否かということを調査した内容でございま

して、議案書にある契約の工事概要の内容の項目ではございません。 

  以上でございます。 

○議長（益子純恵） ６番、川俣義雅議員。 

○６番（川俣義雅） 私たちは専門家じゃないので、よく分からないんですけれども、例えば

建築工事、電気設備工事、機械設備工事のどこがこれではできないと判断したのではなくて、

全体的になんでしょうか。それとも、それぞれの項目で何項目にもわたって基準以下だと判

断したのか、１か所とか２か所とか数か所だけ基準に合っていないということで失格にした

のか、どちらなんでしょうか。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  項目の内容でございますけれども、直接工事費の額、共通仮設費の額とそれぞれ定められ

た額で得た額以上であるかどうかということで、今回は適合しなかったということでござい

ます。 

  以上でございます。 
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○議長（益子純恵） ６番、川俣義雅議員。 

○６番（川俣義雅） 失格になった２社なんですけれども、この２社はあまり入札金額が変わ

っていないんですが、その２社と、上にあります４社の差がかなり大きいんですよね。これ

はどんなところに違いがあると判断しているんでしょうか。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  入札書記載金額の差が大きいのではないかということでございますけれども、これは入札

の結果で、このような形になったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（益子純恵） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、益子明美議員。 

○９番（益子明美） 本入札に関する低入札調査基準価格はお幾らですか。伺います。 

○議長（益子純恵） 総務課長。 

○総務課長（笠井真一） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  調査基準価格でございますが、7,632万円でございます。 

  以上でございます。 

○議長（益子純恵） ９番、益子明美議員。 

○９番（益子明美） 今年度から低入札価格基本調査をかける一般競争入札を入札方法として

取り入れているわけなんですが、今までは入札だとなかなか調査が難しいということがあっ

たりしたんですが、今回この制度を取り入れたことで、町としては専門的というのか、どう

いった準備をしたのか伺います。 

○議長（益子純恵） 副町長。 

○副町長（小松重隆） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

  低入札価格制度の導入につきましては、国、総務省及び国交省のほうから令和４年３月に、

要するにダンピング対策のさらなる徹底に向けてという形で通知が来ております。 

  それを受けまして、町は県に準じて制度を作っているわけなんですけれども、国、県のほ

うで係数等の見直し、この通知の中で国が示したケースをそのまま県は使っているというと

ころで、町も昨年８月に要綱を改正して、ホームページ上でお知らせしているところですが、

国、県で使った係数を使わせていただいているというところで本格的に低入札価格制度を実

施している状況でございます。 
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  以上です。 

○議長（益子純恵） ９番、益子明美議員。 

○９番（益子明美） この低入札基本調査というのは、制度をぜひ取り入れてダンピング防止

に努めてくださいということを言っていたので、この制度を導入して入札することに全く異

議はないんですが、なぜそういった入札をしなかったんですかと言ったときに、要するに職

員の専門性ということを当時の副町長が述べられていたので、そういったことは整って、き

ちんと入札に対してこの基本調査ができるようになったのか、ということを聞きたいわけな

んですけれども、そういった部分では、県の要綱に沿った基準にしたということなんですが、

それだけでこの低入札価格基本調査というのを取り入れて入札できるなら、もっと早くでき

ていたのではと思ったものですから、その辺を詳しく教えていただければなと思います。 

○議長（益子純恵） 副町長。 

○副町長（小松重隆） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、以前から低入札価格制度の導入についてはご指摘をいただいたとこ

ろでありますが、先ほど申したとおり国のほうからさらなる強化というところもありまして、

本格的な導入について、勉強をさせていただきまして、昨年度１件、今年度２件ということ

で、導入できる体制を整備してこの制度を活用している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（益子純恵） ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第６号 馬頭中学校校舎改修工事（Ｂ棟）第Ⅱ期請負契約の締結については、原案の

とおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 
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  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７号～議案第８号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子純恵） 日程第12、議案第７号 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について、日程第13、議案第８

号 佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退することに伴う財産処分に

ついて、以上２議案は関連がありますので、一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました、議案第７号 栃木県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について及び議案

第８号 佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退することに伴う財産処

分について、提案理由の説明を申し上げます。 

  栃木県市町村総合事務組合は、県内の市、町の地方公共団体や広域行政事務組合など各種

事務組合が退職金や公務災害に関する事務を共同で行うため、平成18年４月に設立された団

体であります。 

  令和５年９月30日をもって佐野地区衛生施設組合が解散することに伴い、同日をもって栃

木県市町村総合事務組合から脱退させ、栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数を減少する規約を変更するものであり、佐野地区衛生施設組合が脱退後の構成団体を38

団体とするものです。 

  また、佐野地区衛生施設組合が解散することに伴い、栃木県市町村総合事務組合から脱退

することとなるため、栃木県市町村総合事務組合の共同処理する事務のうち、栃木県市町村

総合事務組合規約第４条第３号に規定する退職手当支給の事務に係る財産処分について関係

地方公共団体と協議するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるもので

あります。 

  ご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子純恵） 提案理由の説明が終わりました。 
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  これより質疑を行います。 

  なお、質疑に当たっては議案名をお示しください。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  なお、討論に当たっては議案名をお示しください。 

  討論は先に本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子純恵） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  採決は１件ごとに行います。 

  議案第７号 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市

町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

  議案第８号 佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退することに伴う

財産処分については、原案のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子純恵） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（益子純恵） 以上で今期定例会の会議に付されました事件は全て終了いたしました。 

  会議を閉じます。 

  これにて令和５年第２回那珂川町議会定例会を閉会します。 
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  ご起立願います。 

  礼。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時４８分 


